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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和3年1月7日(2021.1.7)
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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   Ｈ０４Ｗ   92/18     　　　　
   Ｈ０４Ｗ    4/40     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月12日(2020.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおけるユーザー装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）によ
り、Ｖ２Ｘ（Ｖｅｈｉｃｌｅ－ｔｏ－Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ）通信を行う方法であって、
　前記ＵＥの上位層から、ＰＣ５を通じてＶ２Ｘ通信を利用し、Ｖ２Ｘサービス識別子に
よって識別されたＶ２ＸサービスのＶ２Ｘメッセージの送信要求を受信する段階と、
　前記ＵＥがＶ２Ｘ通信のためにＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）によって役立
つか否かに応じて、前記ＰＣ５を通じてＶ２Ｘ通信のための無線資源を要求するか又は選
択する段階と、
　前記ＰＣ５を通じて前記Ｖ２Ｘメッセージ送信を実行するために、前記Ｖ２Ｘメッセー
ジを前記ＵＥの下位層に伝達する段階と、を含んでなり、
　前記送信要求は、前記Ｖ２Ｘメッセージ、及び、前記Ｖ２Ｘメッセージのために前記Ｖ
２Ｘサービスの前記Ｖ２Ｘサービス識別子を含んでなり、
　送信パラメータがＶ２Ｘサービス識別子と関連する場合、前記送信パラメータは、前記
Ｖ２Ｘメッセージと共に前記下位層に伝達される、Ｖ２Ｘ通信の実行方法。
【請求項２】
　前記送信パラメータは、６４ＱＡＭの変調及びコーディング方式（ＭＣＳ：Ｍｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）レベルの使用可否を示すパラメータ
を含む、請求項１に記載のＶ２Ｘ通信の実行方法。
【請求項３】
　前記ＵＥの下位層によって、前記Ｖ２Ｘサービス識別子と関連した送信パラメータに基
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づいてＭＣＳレベルが決定される、請求項２に記載のＶ２Ｘ通信の実行方法。
【請求項４】
　前記決定されたＭＣＳレベルは、サイドリンク制御情報（ＳＣＩ：Ｓｉｄｅｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に含まれ、かつ、送信される、請求項３に記
載のＶ２Ｘ通信の実行方法。
【請求項５】
　無線通信システムにおけるＶ２Ｘ（Ｖｅｈｉｃｌｅ－ｔｏ－Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ）通
信を行うユーザー装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）であって、
　送受信機（ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）と、
　少なくとも一つのプロセッサと、及び
　少なくとも一つのコンピュータメモリと、を備えてなり、
　前記コンピュータメモリは、前記少なくとも一つのプロセッサと動作可能に連結可能と
されてなり、かつ、前記少なくとも一つのプロセッサが駆動する際に、動作を実行する指
示を格納するものであり、
　前記動作が、
　前記ＵＥの上位層から、ＰＣ５を通じてＶ２Ｘ通信を利用し、Ｖ２Ｘサービス識別子に
よって識別されたＶ２ＸサービスのＶ２Ｘメッセージの送信要求を受信する段階と、
　前記ＵＥがＶ２Ｘ通信のためにＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）によって役立
つか否かに応じて、前記ＰＣ５を通じてＶ２Ｘ通信のための無線資源を要求するか又は選
択する段階と、
　前記ＰＣ５を通じて前記Ｖ２Ｘメッセージ送信を実行するために、前記Ｖ２Ｘメッセー
ジを前記ＵＥの下位層に伝達する段階と、を含んでなり、
　前記送信要求は、前記Ｖ２Ｘメッセージ、及び、前記Ｖ２Ｘメッセージのために前記Ｖ
２Ｘサービスの前記Ｖ２Ｘサービス識別子を含んでなり、
　送信パラメータがＶ２Ｘサービス識別子と関連する場合、前記送信パラメータは、前記
Ｖ２Ｘメッセージと共に前記下位層に伝達されるものである、ユーザー装置。
【請求項６】
　前記送信パラメータは、６４ＱＡＭの変調及びコーディング方式（ＭＣＳ：Ｍｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）レベルの使用可否を示すパラメータ
を含む、請求項５に記載のユーザー装置。
【請求項７】
　前記ＵＥの下位層によって、前記Ｖ２Ｘサービス識別子と関連した送信パラメータに基
づいてＭＣＳレベルが決定される、請求項５に記載のユーザー装置。
【請求項８】
　前記決定されたＭＣＳレベルは、サイドリンク制御情報（ＳＣＩ：Ｓｉｄｅｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に含まれ、かつ、送信される、請求項７に記
載のユーザー装置。
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